
松江市 報道提供資料 

 

令和６年１１月８日 
件名　「災害時における飲料水等の優先供給に関する協定」の締結について 

 

内容 
　　　株式会社 TAMAYA と、災害時に飲料水等の物資供給を受けることを定めた協定を締結しました。 

　　　災害時にライフラインが断絶し、飲料水を確保できない場合でも、本協定に基づく飲料水やウォ

ーターサーバーのご提供をいただくことで、避難所等で被災者の方が飲料水を利用できる環境を

整えることができ、市民の方の安心安全につながっていきます。 

 

記 

 

締　結　日　令和６年１１月１日（金） 
 
協定締結者　株式会社 TAMAYA　代表取締役社長　持田　寿人 
　　　　　　松江市長　　　　　　　　　　　　　 上定　昭仁 
 

【問い合わせ】 

　　　　　防災部　防災危機管理課　担当：渡部　電話：0852-55-5115 


